
高森町防災士育成事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、町民の防災意識の高揚を図り、地域防災の担い手の育成を促進し、
地域防災力の向上に寄与するため、防災士の認証登録を受けた者に対して、予算の範囲
内において補助金を交付することについて、高森町補助金等交付規則（昭和43年規則第
７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(１)　　防災士　特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「機構」という。）の認証
登録を受けた者をいう。
(２)　　講座　機構が認定した研修機関で、機構が定める研修カリキュラムに基づき行
う防災士養成研修講座をいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象となる者（以下「対象者」という。）は、次に掲げる要件の全
てに該当するものとする。
(１)　防災士の認証登録時に町内に住所を有する者
(２)　町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(３)　町税等の滞納がない者　ただし、納税の猶予が認められている者を除く。
(４)　高森町暴力団排除条例（平成23年条例第12号）第２条第２号に規定する暴力団員
又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でない者
（補助対象経費）
第４条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる
ものとし、この要綱による補助以外の補助等がある場合は、その補助額を除くものとす
る。
(１)　講座受講料及び教材費
(２)　防災士資格取得試験受験料
(３)　防災士認証登録料
（補助金の額等）
第５条　補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、40,000円を限度とする。
２　補助金の交付は、１人につき１回限りとする。
（補助金の交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、補助金交
付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとす
る。
(１)　防災士認証状の写し
(２)　第４条に規定する対象経費の支払を証明する書類の写し
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(３)　補助金請求書（様式第２号）
(４)　その他町長が必要と認める書類
２　前項の申請等は、防災士の認証登録を受けた日の属する年度の末日から起算して１年
を経過したときは、することができない。
（補助金の交付決定等）
第７条　町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補
助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定する。
２　町長は、前項により補助金の交付決定した場合の通知は、支払をもって省略するもの
とする。
（補助金交付の取消し）
第８条　町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補
助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(２)　前号のほか、補助金の使途が不適切と認められるとき。
（補助金の返還）
第９条　町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助
金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
（補則）
第10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附　則
この要綱は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第６条関係）
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様式第２号（第６条関係）

4/4


